


残業時間の上限 月 1年間

原則 45時間 360時間

臨時的な特別な事情
があって労使が合意

する場合

単月 複数月

100時間未満 平均80時間以内 720時間

年間６か月まで

残業時間(原則)
月45時間
年360時間

法定労働時間
１日８時間
週40時間

法律による上限(例外)
・年720時間
・複数月平均80時間＊
・月100時間未満＊

＊休日労働を含む
月残業45時間
＝１日残業２時間程度

法律による上限(原則)
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１年間＝12か月

法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。

施行： 2019年4月1日
中小企業適用：2020年4月1日







①使用者が労働者に
取得時季の希望を聴取

②労働者の希望を踏まえ
使用者が取得時季を指定

③○月×日に年休が成立

例 ｢○月×日に休んでください」

労働者

使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定。

年５日は取得していただきます。

•使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよ
う努めなければなりません。

•使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、３年間保存しなければなり
ません。








